
延岡市槽報 公 開 幕 務 教 扱 婆 繍

（平成12年 7丹 1日範行）

第 1 趣

話時rfi情報公開条剖（平成11年条例第25号。日下「条例」という。）に定める

行政文書の開示に関する事務の京扱いについては、条例及び延向車椅報公開条的

確行嵐長IJ （平成12年麗員lj第38号。以下「議員IJJ という。）に定めるもののほか、

この要閣の定めるところにより行うものとする。

2 憤報公開制壌の惑口

情報公開センターの設

靖報公顎制度に関する相談、案内、行政文書の開示の講求（以下「開示請求j

という。）の受付、行政文書の開示の実義等、本市の情報公開制度の総合窓日と

して、本庁 3[l皆lニ鵠報公開センターを設揮する。

報公開センターの法務は、総務部総務課が行う。

2 構報公開センターが行う事務

(1) 情報公開に｛系る案内及び相談に関すること。

(2) 需報公開に係る実施機関との連絡寵整 lこ関すること。

(3) 開示請求の受付に関すること。

社） ファイル基準表の関覧に関すること。

（出 行政文議の開法の実施に関すること。

出 行政文書の写しの交付に係る費用の徴叙に関すること。

（刊 行政文警の開示決定等lニ係る不服串立ての受付に関すること。

(8) 行政文書の任意的な開示に関すること。

期 情報公開センターに構えて t＼る行政資料の関覧に関すること o

(10) 堵報公開制度の実施状況φ公表に関すること。

3 開示請求に係る行政文藩を所饗する譲（以下「所智操Jという。〉が行う事務

(1) ファイル基準表の作成及び情報公開センターへの提出に関すること。

(2) 開示請求に係る行政文書の検索及び特定に関すること。

(3) 開示語求に保る行政文書の開示決定等及びその還知に関すること。

地 開示請求に諮る行政文書に出、地の地方公共毘体、｛患の実務機関及び開示請

求者以外の者（以下「第三三者j という。）のf毒報が合まれている場合における

該第三者に対する：意見書提出の機会の討与（以下「：意見の聴寂Jという。〉
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び 第一二者に対する 決定等の結果の 知に関すること。

(5) 決定等の期限の の決定及びその 知 すること。

｛ら〕 政文書の開示決 ；こ諮る不接申立 の昆 関すること c

（？） 関市情報公開 査 〈以下「審査会j という 〉に対する不報 の諮

間 すること。

(8) 又は裁決及び ()) 知に関すること。

(9) の開示決 係る行政事件訴 の対応に関することの

UOl 供に関すること
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第 3 行政文書の開示請求に採る事務

？警報会関鎖震iこ嬰ずる案内蔑び紹談

(1) 情報公開センターにおける対応

公開センターは、

あったときは、次の事項に

政文書の特定

をしようとする者から開示請求に係る相談が

するものとする。

イ

行政文書の特定にJうたっては、次のこと

示議求をしようとする者が、どのような

ん基準表等を参考にしながら罷き取りを仔い、

めること c この場合はおいては、所管課の職

の特定に努めること

き取りの結果、直ちに行政文書名が特

人してもらうこととし、 i直ちに特定できない

較的な表現を避け、対象行政文書の範諮の

内容を具体的に記入してもらうこと。

示請求の内容が、 公開センターに犠

するものとする。

知りたいのか与をブァイ

政文書の具体的な把擬に

に立ち会いを求め、行政

きれば、その行政文

は、できる恕ち抽象的

が可能となるように

いる行政資料で足りる

など、構報提供で対応、 きる場合については、迅速にその提供に努める

《｝と ο

ウ 開示請求をしようとする行政文書が、条例第1 （連用除外〉又は条例

るものである場合は、附設lj第 3項（抱行日前行政文書〉の規定に

れぞれの手続により行政 の開示を行うことと るため、その設を紹

に説明すること o

a 染餌第15条（適埼除外〉の規定に該当する行政文欝の場合

他の法令に規定するそれぞれの制度の子続によって行政文書の閲覧、

縦覧又は写しの交付ができる旨を説明し、当該嗣j肢を所管する課の窓口

内すること。

この場合において、 f訟の に規定する行設文護の提覧、緩覧又iま

しの交討に題関が定められている場合に誌、その穎鵠については、それ

れむ制度の手続によるものとし、その期間以外の期間についてのみ、

この条例を逓揺する旨を説明する等適切に対応すること。

b 条例附則第 3項（施行日前行政文書）の規定に該当する行政文書の場

報公開制度に基づく開示議求ができない詮を説明し、なお、開示の

中出がある場合に辻、 r j護婦外行政文書開示申出番j （規制緩式第20号〉

必要事項を記入させ、後日その諾否を文書で通知する詩を説明するこ

とっ （「第 7 行政文書の在意的な開示j 参照〉
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② 開示請求権の鵠認

示請求をしようとする者が、条例第 3条に定める行設文書の関ポを請求

できる者（以下 f議求権者」という。〉に該当するかどうかの確認は、次の

ことに留意して開示請求書の記載内容を審査することにより行うものとする。

開示請求をしようとする者が、米成年でasっても条例第 3条各号のいず

れかに該さきすれば原則として単独で開示請求をすることができる。この

において、行政文書の写しの交付に要する費用員担が多額になる場合や

開示請求に係る持政文書が特定できない場合などは、続権者等法定代理人

の開業や立会いを求めるなど、必要な対応を行うものとする。

イ 開示請求をしようとする蓄が、外国人であっても条桝第 3条各時のい

れかじ該当すれば開示諮求をすることができるものとする。

ウ 開示請求をしようとする者が、条例第 3条第 5号に揖定する利害関長を

有するものに該当するかどうかについては、開示請求に係る行政文書の内

容とやj害関係との関連等について、慎重に確認するものとする。

エ 開示譜求の手続は、原員IJとして本人による請求とするが、本人ι代わっ

て、汽理人による議求も行うことができるもめであり、その場合には代理

関係を証明する書頼（委在状等）を散する等適切に対応するものとする o

(2) 所管課での対応、

所管課に臨接開示請求や情報公開制度に関する問い合わせ等があった場合は

は、当該所管課の職員は、鵠報公開センタ…において開示請求の受討等長行う

を説明したうえで、本人と鵠報公開センターに同行し、協報公開センターの

鞍闘と共に相談iこ応じるものとする。

ただし、当該所管課において従来から提供していた情報、又は開示鵠求の

続をとるまでもなくその場で提供できる鵠報について誌、従来どおち所管課

極的口靖報提供を日うものとする。

4舎一
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凶幽闘機織盤機即位＂＇：.~~~！~的問機轡懇種機麟盤機撃機盤機凋

開示請求書の受付《情報公開センター》

(1) 開示請求の方法

開示請求は、請求しようとする者に「行政文書開示請求書J （規則様式第 l

号。以下「開示請求書J という。〉に必要な事項を記入させ、実施機関の長に

提出させることにより行うものとする。この場合において、口頭、電話及びフ

ァックスによる請求は認めないが、郵送による請求は認めるものとする。

(2) 開示請求書の受付にあたっての留意事項

開示請求書を受け付けるときは、次のことに留意して取り扱うものとする。

① 開示請求をしようとする者に対して、開示請求書の記入方法の指導を行う

こと。

② 開示請求をしようとする者が法人その他の団体の場合は、担当者の連絡先

の記入を求めること。

③ 開示請求をしようとする者が身体障害者等で、開示請求書に自筆で記入す

ることが困難な場合は、情報公開センターの職員が聴き取りを行い、代筆す

ること。

④ 開示請求は、原則として対象文書 l件につき l枚の開示請求書により行う

ものとする。ただし、同一人から同一の所管課に係る複数の開示請求があっ

た場合は、 l枚の開示請求書に複数の対象文書を記入することとして差し支

えないものとする。

⑤ 開示請求書が提出されたときは、開示請求書に受付印を押し、 「開示請求

書受付簿J （別記様式第 l号〉に記入のうえ、その受付番号を開示請求書に

記入するとともに、所管課名を記入すること。

なお、同一内容の行政文書を複数の課が保有する場合は、当該行政文書を

作成した課又は当該行政文書に係る事務事業の主体となっている課を所管課

とすること。

⑥ 開示請求をした者（以下「開示請求者」という。〉に対しては、開示請求

書の写しを交付するとともに、次の事項を説明すること。

ア 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内に行い、開示

請求者に対しその旨を書面により通知すること。

イ やむを得ない理由により 15日以内に開示決定等をすることができない場

合は、その期間を延長することがあり、その際には、延長の理由及び延長

期間を書面により通知すること。

ウ 開示請求に係る行政文書が大量である場合には、開示決定等を分割して

行う場合があること。

エ 開示する場合の日時及び場所等を上記アの通知で示すこと。

オ 写しの交付を希望する場合又はその写しの郵送を希望する場合は、実費

の負担が必要であること。

カ 開示決定等の期間の起算日は、情報公開センターに開示請求書の提出の
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あった吾をもって、条例第10条第 1項に規定する開示請求があった日とし

て叡り扱うものとする。なお、開示請求書の禎正（第 4の lの（3）参照〉

した日数註当該期間に算入しない。

(3）垂II

開示請求 センターの職員は、上記（2）の取り

扱いに準じて処理するものとし、開示請求書の写しによ記｛訟の⑥の説明書を

えて、開示議求者に送付するものとする。

開示語求書の送付を受けた所管課は、開示請求欝に不備がおるときは、関示

請求者に対して鵠正を求めるものとする c ただし、軽微なものについては、

求者に官話等でその箆月！？を確認し、了解そ得た上で、所管諜の職員が補

ることができるものとする。この場合において、橋正

決定等の期間に算入しないものとする。

(4) 鬼理紫の作成及び開示請求欝の所管課への送付

情報公開センターは、開示請求欝を受け付け、 I開示請求書受付簿Jに必

記入した後は、次の処理を行うものとする。

① f行政文書開示請求処理票j （別記様式第 2号。以下 f開示請求怒理票」

という。） Iこ必裂な事項を記入すること。

開示鵠求書の写し（情報公開センタ－ffl）を i部保管したーとで、直ちに

求書（原本）に開示請求集理累~添えて所管課に送付すること

した自数は、開示

ついA
1
 



第 4 開示決定等の検討、濃知等《所管諜》

開示法定等の接討

求むあった行政文

不伏文正母J という c ）の事務

に｛系る決裁の区分は、延岡市

項第 4号により、当該所

i舟に属するものは、市長の

臨機関については、

うものとする

求書の薙認

係る開／｝ミ、部分顕示又は不開示の決

、所管課において行うものとし、当該間

務決裁規程（平成 4年訓令第 2号） Jjlj 

の所管部長とする。ただし、その内容が

i第 4

iま異

けなければならない。この場合におい」、

れぞれの実蕗機罷の長が定めるところにより

j
 

4
f
a
a
A
 

（
 

再！？管課は、情報公開センタ…から送付された開示請求書を延岡市文書取扱

（平成 9年訓令第 2号）第12条lこ定める手続に従って収受し、次に揚げる

項を確認するものとする。

求に係る行政文書が、条例第 2条第 2号（部員lj第 2項の握

〉に定める行政

求書が条例第 3

求に係る行政文繋が、

しないこと。

求に係る行政文替安保有していること

求書の記載内容の確認事項

求書の送討を受けた所管課は、次のことに

すること。

める請求権者に

例第 15条又は附日lj

ること。

3項に定める行政

してその記載内容

るものとする o

f鰭求者j 構

求権者であるかどうか及び開示決定等の通知文審が確実に送付できる

所が正確に記載しであること。 （押印は必要ない。）

イ 鴻絡先については、請求者に確実かっ迅速に連絡できる電話番号（自ぃ、

勤務先等〉が記載してあること。

日泰求者の区分 j 摸

する区分のいずれか a つの番号がOで屈まれていること G

「市内に在所を有する個人 j とは、市内に生活の本拠を省する個人の場

限るものとし、原則として、住民基本台帳法上の住所又は外国人登録

の居住地をもって、生活の本拠として取り扱うこと。

イ 伊市内に事務所又は事業所を有する詔人及び法人その地の語体j とは、

内に本！吾、支語、営業所その｛誌の事務所又は事業艇を有する語人及び法

人その｛患の団体をいい、事務所又は事業所の名称及び新設地が記載しであ

ること。

ウ 「市内に存する事業所又は 所に勤務する個人J とは、市内にある

q
、υ



務所又は事業所に勤務する個人をいい、事務所又は事業所の名称及び所在

地が記載しであること。なお、当該個人が本市の区域内に住所を有してい

るか否かは、間わない。

エ 「市内に存する学校に在学する個人j とは、本市の区域内に設置された

学校において教育を受ける者をいい、学校名が記載しであること。なお、

当該個人が本市の区域内に住所を有しているか否かは、問わない。

なお、 「学校j には、学校教育法（昭和22年法律第25号〉第 l条に規定

する大学、高等専門学校、高等学校等の学校のほか、同法第82条の 2に規

定する専修学校、同法第83条に規定する各種学校、職業能力開発促進法

（昭和44年法律第64号〉第16条に規定する職業訓練施設等（公共職業能力

開発施設等〉を含むものとする。

オ 「実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの」とは、

上記アからエまでに掲げる者以外の者であって、実施機関が行う事務事業

lこより自己の権利や利益に直接影響を受け、又は直接影響を受けるおそれ

のある個人又は法人その他の団体をいい、実施機関が行う事務事業との利

害関係の存在が具体的に記載していること。

③ 「開示請求する行政文書の名称又は内容」欄

開示請求の対象となる行政文書を特定するための欄であるので、名称又は

内容によって行政文書を検索できる程度に具体的に記載しであること。

④ 「開示の実施方法」欄

該当する区分のいずれか一つの番号がOで固まれていること。

なお、 「4 その他j については、視聴、聴取等電磁的記録の開示の実施

方法を記載させること。

(3) 開示請求書の記載等が不十分な場合の対応

開示請求書に必要事項が記入されていないとき若しくは不明確な箇所がある

とき又は代理人による請求の場合であって委任状等が添付されていないとき等

には、開示請求者に対して、補筆若しくは訂正又は必要書類の添付などの補正

を行うよう求めるものとする。この場合において、書面で補正を求める必要が

あるときは、行政文書開示請求書補正要求書（規則様式第 2号〉により求める

ものとする。

(4) 開示決定等の検討及び関係課との協議

所管課は、開示決定等の判断にあたっては、開示請求に係る行政文書の内容

が、条例第 5条各号に掲げる不開示情報に該当するかどうかについて客観的に

判断することが必要であり、慈、意的な運用がなされないように留意すること。

開示決定等の検討は、慎重さが要求され、開示請求に係る行政文書の全部を

開示しないとき（行政文書の存否について応答を拒否する場合及び開示請求に

係る行政文書を保有していないときを含む。〉及び一部を開示しないときの決

定に当たっては、当該決定に対する不服申立てや訴訟も起こり得ることから、

-4 4 -
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特にf真意な検討を行い、当該決定をする瑚由及び条例第 5条各号のうち

る号（捜数の場合があり得る。）を明誌にしておくこと。

また、開示請求に揺る行政文書の内容が｛患の諜lこ関係するときは、当該関係

と十分協議すること。

出 第三者に関する情報の取扱い

所管課は、開手請求に採る行政文書に第三者に関する a情報が記録されている

ときは、下記 5 （第三者に関する構報の取扱い〉に定めるところにより、必要

応じ、当該第三者か込意見の聴取を行うこと c

出 写しの交討に係る検討

所？を諜は、写しの交付の請求については、著作権法により竣製が禁じ込れて

いる行政文書もあるため、著作権等の使害の有無について十分検討すること c

(7) 開示決定等の期間の

所管課は、開示詩求があった B C開示請求書の情報公開センタ…におぜる

付日〉から起算して 15日以内に慌示決定等をすることができないと認めるとき

は、下記 3 （開示決定等の期間の延長の取扱しけに定めるところにより書面を

作成し、その皆を開示請求者に通知するものとする。

(8) 開示決

開示決定等は、上記(1）から（？）までの検討、協議をふまえたうえで、起案文書

により総務部総務課長（市長以外の実務機関においても碍じ。）に合議のうえ、

決裁権者の決裁を受ぜること。

起案文護には、開示決定等の判断に関する理由及び内容を詳縮に記載し、

示請求審（原本）、開示等法定通知書（案〉、第立脅から意見の聴取を行った

場合にはその意見書（原本〉、誇示請求に係る持政文書のヰし等、開法決定等

の判断に必要な書類を添付すること。

2 隣示法定等の通知

所管課は、開示決定等をしたときは、次の事項に留意して、連やかに「行政文

書開示決定患知書」 （境問様式第 4号。以下「開示決定通知書 j という。）、

f行政文書部分開示決定通知書j （規制様式第 5号。以下 f部分開示決定通知

という。〉又は f行政文書不開示決定通知書i （規則様式第 8号。以下 f不開示

決定通知書j という。〉を＃成し、開示請求者に送付するものとする c

（日 開示決定溜知書

(I) f関本請求に係る行政文書の名称又は内容」欄

開示議求書に記載さ紅た行政文書の名称又誌内容を正確に記入すること o

R 「行政文書の開示を行う呂時及び場所j 欄

開示の日時誌、あらかじめ電話等により、開示請求者及び情報公開センタ

…と打ち合わせておくものとし、勤務時間内において、できるだけ開示

者の都合の長い日時を指定するものとする。
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また、第三者から意見の聴取を行い、当該第三者が開示に反対の意思を表

示した場合において、開示の決定をしたときは、開示決定の日と開示を実施

する日との聞に少なくとも 2週間を置くものとする。この場合には、事前に

開示請求者に連絡することとする。

開示の場所は、原則として情報公開センターを指定するものとする。なお、

行政文書の写しの交付を郵送により行う場合は、この欄は斜線で消し、発送

予定日を備考欄に記入するものとする。

③ 「開示の実施方法J欄

開示請求書に記入された開示の実施方法と同一にするものとする。

④ 「写しの交付を受ける場合の負担すべき費用の額」欄

行政文書の写しを交付する場合は、その費用の額を記入すること。

⑤ 「写しの送付を受ける場合の負担すべき郵便料の額J欄

開示請求者が郵送による写しの交付を希望しているときは、写しの送付に

要する郵便料の額を記入すること。

⑥ 「所管課J欄

所管課名及び直通の電話番号を記入すること。

⑦ 「備考J欄

情報公開センターの受付番号を記入すること。

(2) 部分開示決定通知書

① 「開示する行政文書から一部の情報を除くこととした理由 J欄

条例第 5条の該当号及び除くこととした具体的理由を記入すること。条例

第 5条の複数の号に該当するときは、各号ごとにその理由を記入するものと

し、記入しきれないときは、別紙に記入の上、通知書に添えること。

② その他の記載事項

その他の記載事項については、上記(1）の例によること。

(3) 不開示決定通知書

① ［開示しない理由 J欄

該当する区分の番号をO印で囲み、条例第 5条の該当号及びその具体的理

由を記入すること。条例第 5条の複数の号に該当するときは、各号ごとにそ

の理由を記入するものとし、記入しきれないときは、日lj紙に記入の上、通知

書に添えること。

また、文書の不存在及び存否応答拒否についても、不開示決定を行い、下

記により通知すること。

ア 不存在の場合

「不存在Jについては、文書が存在しないことを十分に確認したうえで、

不開示決定通知書には、開示しない理由を記入すること。

※ 不存在の場合の開示しない理由欄の記入例

「開示請求に係る行政文書については、保有していない o J 
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イ 存苔応答拒Bの場合

存否応答:1'8否 4 については、すべての不開求靖報の瓶型（条例第 5条

の各号）について生じうるものであり γ この決定をするときは、特に慎重

な検討が必要でるる。開示詰求者に対して誌、必要かっ十分な盟由を説明

し、不開示決定通知書には、開示しない煙由を記入すること

出 存否応等航否の場合の開示しない理由欄の記入{J!J

行政文書の存吾を答えること自持、延岡市構報公開条例第 5条

第C吟の不開示鵠報を開示することになるので、延岡市橋報公開条(Jrj第

8条の麗定により開示議求に係る行政文書の存否を答えることができ

い。仮に、関示請求に係る行政文醤があるとしても、延岡市情報公開条

WIJ第 5条第C号により不開示鵠報に該当する c J 

その｛散の記載事項

その他の記載

｛引所管課は、行政

不間三式決定通知

ること c

所管課は、開示請求に係る行政文書の開示決定通知替、部分開示決定通知

又は不開示決定通知書の写し、及び必要事項を記載した開示請求提理票を情報

公開センターに送付すること。

について誌、上記（じの関によること。

の不開法（部分間ボを含む。〉の決定を行った場口付、

は部分開示決定通知書を配達証明付きの郵梗により i送付す

3 開示決定等の期聞の認撲の取扱い

山 条例第iG条第 2工員の規定による場合

決定等は、開示請求があった日から起算して 15日以内にしなければなら

ないが、一度に多くの縛：額の開示請求があった場舎や、開示請求があった行政

の内容が複雑で、開示決定等の判盤石に相当の期間を裂する場合など開示

求があった日か己記算して 15日以内に開示訣定等をすることができないことが

明らかになったときは、条例第同条第 2頃の規定を適用することができる。こ

の場合には、所管課は開

「行政

開示請

求があったヨから同日以内に、次の事現に留意し

の期間延長通知議J （規出様式第 7号〉を作成し、

なお、この決定安行う場合は、起案文書により総務部総務課長に合議のうえ、

決裁権者の決裁を受けること。

f間最摘求に係る行政文書の名称又は内容j 構

開オミ議求書に記載された行政文書の名称又は舟容を正確に記入すること。

岳 「条例第10来館 l項に説定する開示決定等の期限j 繍

来の開示決定等の期限を記入すること c

「延長の理由j 髄

開示決定等を砥長することにつきやむを得ない を具体的に記入するこ

吋

sa
a生



と。

④ 「延長後の開示決定等の期間 j 欄

開示請求があった日から起算して45日以内の日で、延長する期間及び延長

後の開示決定等の期限を記入すること。

⑤ 「所管課J欄

所管課名及び直通の電話番号を記入すること。

⑥ 「備考J欄

情報公開センターの受付番号を記入すること。

(2) 条例第11条の規定による場合

所管課は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があ

った日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることがで

きないと認めるときは、条例第11条の規定を適用することができる。この戸

には、所管課は開示請求があった日から起算して 15日以内に、次の事項に留恵

して、 「行政文書開示決定等の期限特例通知書」 （規則様式第 8号）を作成し、

開示請求者に送付するものとする。

なお、この決定を行う場合は、起案文書により総務部総務課長に合議のうえ、

決裁権者の決裁を受けること。

① 「開示請求に係る行政文書のうち、相当の部分について開示決定等をする

期限」欄

開示請求に係る行政文書のうち、相当の部分について開示決定等をする日

で、開示請求があった日から起算して45日以内の日を記入すること。

② 「上記の期限までに開示請求のすべてについて開示決定等をすることがで

きない理由」欄

上記①の期限までに開示請求のすべてについて開示決定等をすることがで

きない理由を具体的に記入すること。

③ 「上記の期限までに開示決定等をする部分以外の部分について開示決定等

をする期限」欄

上記①の期限までに開示決定等をする部分の残りの部分について開示決定

等をすることができる期限を記入すること。

④ その他の記載事項

その他の記載事項については、上記(1）の例によること。

4 事案の移送

所管課は、開示請求に係る行政文書が、他の実施機関により作成され、又は他

の実施機関の事務に関連を有する情報が記録されていることを確認したときは、

当該他の実施機関と協議のうえ、当該協議が整った場合に条例第12条に定める事

案の移送を行うことができる o この場合において、所管課は、速やかに次の事項

に留意して「行政文書の開示請求に係る事案移送通知書」 （規則様式第 9号）を
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作成し、開示請求者に送付するものとする。

の移送をした場合においても、事案の移迭を受けた実撞機関の開不決

の期間辻、罷示請求があった日から 15B以内であることに蜜意すること。

なお、この決定を行う場合は、起案文書により総務部総務課長に合議のう代、

決裁権者の法裁を受けること

！開示請求に係る竹二政文書の名称又は内容J欄

開示請求書に記載された行政文書の名称又は内器を正確に記入すること。

「車案の移送を受けた実縮機関j 梼

決定等をする実擁機関名を記入すること。

i所管諜j 槙

移送を受けた実経機時の所管課名及び直通の

I備考j 欄

報公開センタ…の受付番号を記入すること。

を記入すること

※ 事案の移送を行うときは、条例第10条第 l頃の規定による期関内 Cl5日〉

に関不決定等をすることが出難である場合も考えもれるため、条19U第1

2工芸の規定による期鱈の語長を考露する必要が為る。

5 第三者に閉する情報の取扱い

所管課は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報（以下「第三者情報J

という。〉が記録されていると議は、当該第三者の正当な梅干lj利益の保護に

る不問不情報であるかどうか告適切に判新するため、必要があると認めるときは、

開示法定等をするに捺して、当該第三者から意見の聴取を行うことができる。

この第三者からの意見の聴取弘、当該第三者iこ関恭決定等に対してi可：意を求め

るもの

ある。

とする。

は、第三者から

なお、この決定を行う場合は、

決裁権者の決裁を受けること。

山 第三者からの意見の題取

（む 意見の聴取の実譲

行う上での参 として取り扱うもの

の聴取を行うときは、次の事現に留意するもの

文書により総務部総 に合議のうえ、

所管課は、開示請求に係る行政文書に第三者情報が配繰されているときは、

報が条例第 5条各号のいずれかに該当すること又は該当しないことが

明らかであるときを除謀、原則として当該第三者から意見の聴取を行うもの

とする。

i件の行政文書に多数の第三者清報が記録されている場合誌、必要

かっ効泉的な方法で意見の器取を行うものとするむ

の聴取の留意事項

所 は、意見の聴取に つては、当該行政文密が されることによ
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(2) 

る第三者たる当該個人の権利利益の侵害の有蕪、

の出体が受ける不利益の有無と程度、第三者たる

協力関採への影響の有無その龍必要な事事の把

に対して意見を1奪取するにあたって辻、

ついては、当該第三者に知らせではならない。

者たる当該法人その他

地の地方公共関捧との

めるものとする。

求書の氏名、住所

③ 意見の聴取の方法

（主ヘノ

ア 所管課は、第三者情報が記錦されている行政文需に係る開示請求書が

出されたことを fff政文書の開手詰求に採る：意見照会通知書」 （規則

1 Q'iま〉により当該第三者に通知し、これに対する意~をー行政文惑の

係る意見書J （規制様式第ii号）により提出するよう求めること

により意克の聴取を行うものとする。

イ 所管課は、開示請求があった日から 15日以内じ開示決定等をする必

あるため、 「行政文書の開ポ請求に係る意見照会通知書Jにより通知した

日から概ね i適時以内に意見書を提出するよう当該第三者に協力を求める

ものとする。意見書の謹出先は、所管課とし、 f行政文書の開示請求に係

る：意党欝j 提出の顛践の変要は京芸ljとして認めないものとする。

来 第三者から意見の聴取を行うときは、条{flj第10条第 i項の規定による窮

(15日〉に開示決定等号とすることが閤難である場合も考え込れるため、

10条第 2項の規定日よる期間の延長を考厳する必要がある。

第 への通知

月Ff は、第二者か込 の聴取を行った場 いて、当該第二二 カく

において開示に反対の 患を表示したものの4開示決定（部分

。〉をしたときは、 求書iこ討する 決 の還知と開門山、

に対して f反 に係る行政文 決定通知書j 〈境員lj

式 12 〉を送付すること。

は、第二者から の聴取を行った場 おいて、不開示決 し

ときは、第三者の正 手lj利益を損なうお

知は 付けられていないが、 二者との信頼 保つ上から当

に対し 、 f反対意見 係る行政文書不開示決 女E （規則様 13 

よりその旨を通知 ること。
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第 5 開示の 実 施 に 係 る 事 務

開示の実施

(1) 行政文書の開示は、開示決定通知書又は部分開示決定通知書により指定した

日時及び場所で実施するものとする。

なお、指定日時に開示請求者の都合が悪くなったときは、所管課は、開示請

求者と打合せの上、情報公開センターと協議して、別の日時に行政文書の開示

を実施することができるものとする。この場合において、所管課は、行政文書

開示決定通知書の控えの備考欄に「（変更） 0年O月O日O時O分」と記入し、

改めて行政文書開示決定通知書は送付しないものとする。

(2) 所管課の職員は、開示に係る行政文書又はその写しを開示を実施する日時ま

でに情報公開センターに持参し、情報公開センターの職員の確認をあらかじめ

受けるものとする。

(3) 情報公開センターの職員は、開示請求者に開示決定通知書又は部分開示決定

通知書の提示を求め、開示請求者又は代理人であるかどうかの確認をする。

(4) 所管課の職員は、行政文書の開示を行うときは、開示請求者に開示決定通知

書又は部分開示決定通知書に記入された行政文書と、開示を行おうとする行政

文書が一致することを確認させるものとする。また、写しの交付を行う場合も

同様とし、写しの内容及びその枚数を確認させるものとする。

(5) 行政文書の開示を実施するに当たっては、所管課の職員及び情報公開センタ

ーの職員が立ち会い、開示請求者の求めに応じて必要な説明を行う。

(6) 当初の開示請求において、開示の方法が閲覧のみであった場合でも、開示の

当日に写しの交付を求められた時は、 「行政文書開示申出書」 （規則様式第14

号）を提出させるものとする。この場合において、庁内の複写機で速やかに写

しを作成できる場合は、写しの交付を行うものとし、写しの作成に時間を要す

る場合又は外部委託の方法で写しを作成する場合には、写しの交付は改めて後

日に行うものとし、交付の日時については後日電話等で連絡する旨を説明する

ものとする。

(7) 開示決定（部分開示を含む。）を受けた者が、開示を受けた日から 30日以内

に当該開示を受けた行政文書について再度の開示又は写しの交付を求めるとき

は、行政文書開示申出書を情報公開センターに提出させるものとする。写しの

交付については、上記（6）に準じて行うものとする。

2 開示の方法

(1) 文書、図画及び写真については、当該文書、図画及び写真の原本を閲覧に供

することにより行うものとする。

(2) フィルム（マイクロフィルムを除く。以下同じ。）、録音テープ及び録画テ

ープについては、それぞれの映写機、再生機器等を使用した通常の方法により

F
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視聴に供することにより行う o 写しの交付は、当該フィルム、録音テープ及び

録画テープの複製物を作成して交付する。

(3) マイクロフィルムについては、当該マイクロフィルムをリーダープリンター

によりプリントアウトしたものを閲覧に供することにより行うものとし、写し

の安付も同様とする。

は） 破気テープ（録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ 0 ）、磁気ディス

ク、光ディスク等の電磁的記録媒体については、当該電磁的記録媒体から紙に

出力したものを閲覧に供することにより行うものとし、写しの交付も同様とす

る。

(5) 電磁的記録媒体については、次の事項に留意するものとする o

① 電磁的記録媒体に記録されている情報が既に紙に出力されており閲覧が可

台長打揚会は、改めて紙に出力しないものとする。

②川］一五日記録媒体から紙に出力する場合においては、新たなプログラムの作

成は行わず、また他の既存のプログラムがある場合でも、職務で使用したプ

ログラム処理が可能な場合にしか行わないものとする o

③ 記録されている情報が日々更新されるような電磁的記録の開示請求があっ

た場合には、原則として、開示請求があった日から開示決定等の日までの聞

において出力したものを閲覧に供するものとする。

(6) 開示の特例
行政文書を閲覧に供する場合において、原本が汚損又は破損するおそれがあ

るとき、事務事業に使用するとき、又はその他相当の理由（例えば、部分開示

など）があり、行政文書の原本を閲覧に供することができないときは、所管課

が作成した当該行政文書の写しを閲覧に供するものとする。

3 部分開示の方法

(1) 文書、図画及び写真の部分開示の実施 ー

① 開示部分と不開示部分がページ単位で分離できる場合

開示部分と不開示部分とがページ単位で分離できるときは、不開示部分の

ページを分離して、部分開示するページのみを開示する o 開示部分と不開示

部分がページ単位で分離できないときは、不開示部分を覆って複写するか、

又はいったんすべてを複写し、当該複写した行政文書の不開示部分を黒マジ

ァク等で塗抹し、再度これを複写したものを開示する。 ー

② l枚の行政文書に開示部分と不開示部分が記録されている場合

不開示部分を覆って複写するか、又はいったんすべてを複写し、当該複写

した行政文書の不開示部分を黒マジック等で塗抹し、再度これを複写したも

のを開示する。

(2) 電磁的記録の部分開示の方法

① フィルム、録音テープ及び録画テープの部分開示については、開示部分と
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不開示部分の分離が現在のところ技術的に困難であるため行わないものとす

る。なお、この場合は、情報公開センターに協議するものとする。

② マイクロフィルムの部分開示については、リーダープリンターによりプリ

ントアウトしたものについて、 (1)に準じた方法により行う。

③ その他の電磁的記録の部分開示については、紙に出力されたものについて

上記(1)に準じた方法により行う。

4 写しの交付に関する留意事項

行政文書の写しを作成するにあたっては、開示する箇所等を十分に確認し、次

に掲げる事項に留意して写しを作成するものとする。

(1) 写しの作成は、原本と同一の大きさの用紙を用いるものとし、原則として拡

大、縮小は行わないものとする。

(2) 写しの作成は、庁内の複写機等を使用して行うものとする。ただし、当該行

政文書が、実施機関に設置しである複写機では写しの作成ができないとき、そ

の他文書以外のもので、庁内で写しの作成をすることが困難である場合には、

外部委託の方法により作成したものを交付するものとする。

(3) 行政文書の写しの交付部数は、行政文書 l件につき l部とする。

5 写しの交付に要する費用の取扱い

(1) 行政文書の写しの作成に要する費用の額は、次のとおりとする。

① 庁内の複写機により写しを作成する場合は、用紙 l枚につき 20円とする。

② 外部委託の方法により写しを作成する場合は、その実費とする。

③ その他の方法により写しを作成する場合は、その実費とする。

(2) 写しの送付に要する費用の額は、当該行政文書の写しの郵送に要する額とし、

原則として切手により徴収するものとする。

(3) 写しの作成に要する費用の徴収に係る事務は、原則として、情報公開センタ

ーが行い、写しを交付する際に現金により徴収し、領収書を開示請求者に交付

するものとする。ただし、郵送により写しの交付を請求された場合は、郵便為

替でもよいものとし、費用の送付を確認後、領収書とともに写しを開示請求者

に送付するものとする。

円
、

u
F
h
d
 



どさこヌ二二ヴこ7ゴコ士三玄じ」ム」 ゲ 4 ぶい ニニニ4ぬぷ山中~何時中山＝

第 6 不服申立てに係る事務

行政文書の開示決定等に対する行政不服審査法（昭和37年法律第 160号。以下

「行服法J という。）の規定による不服申立ては、通常は、当該開示決定等をし

た実施機関の長に対して行われる異議申立てである。

行服法の規定により、実施機関の長に対し異議申立てがあった場合は、行服法

に定める手続に従い、次のことに留意して取り扱うものとする。

1 異議申立ての受付《情報公開センター》

( 1) 異議申立ての受付は、情報公開センターで行うものとする。

(2) 異議申立ては、行服法第 9条の規定により書面（異議申立書 l部）を提出し

て行うものとされており、口頭による異議申立ては認められないので、口頭に

よる異議申立てがあったときは、書面で行うよう指導すること。

(3) 情報公開センターは、異議申立書が提出されたときは、異議申立書に受付印

を押し、 「情報公開不服申立受付簿J （別記様式第 3号）に記入のうえ、異議

申立書の写しを異議申立人に交付すること。

(4) 処理表の作成等

情報公開センターは、異議申立書を受け付け、 「情報公開不服申立受付簿」

に必要事項を記入した後は、次の処理を行うものとする。

① 「情報公開不服申立処理票」 （別記様式第 4号。以下「不服申立処理票」

という。）に必要な事項を記入すること。

② 異議申立書の写し（情報公開センター用）を l部保管した上で、直ちに異

議申立書（原本）に不服申立処理票を添えて所管課へ送付すること。

(5) 異議申立てに関する検討は、所管課において行うものとする。

2 異議申立書の取扱い《所管課》

( 1) 所管課は、情報公開センターから送付された異議申立書を延岡市文書取扱規

程に基づき受付等の処理を行うものとする。

① 記載事項の確認（行服法第48条において準用する同法第 15条第 l項及び第

2項）

ア 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

イ 異議申立てに係る処分

ウ 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

エ 異議申立ての趣旨及び理由

オ 処分庁の教示の有無及びその内容

カ 異議申立ての年月日

キ 異議申立人が法人その他の社団又は財団である場合は、その代表者又は

管理人の氏名及び住所
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ク 異議申立人が総代を互選した場合は、総代の氏名及び住所

ケ 異議申立人が代理人によって異議申立てをする場合は、代理人の氏名及

び住所

② 異議申立人の押印の有無

③ 異議申立期間及び異議申立適格の有無の審査

ア 開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内

又は処分のあった日の翌日から起算して l年以内の異議申立てかどうか。

イ 開示決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものか

どうか。

3 異議申立てに対する却下の決定（行服法第47条第 1項） 《所管課》

所管課は、異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不

適法であるときは、当該異議申立てについて却下の決定を行い、その決定書（謄

本）を異議申立人に配達証明付き郵便により送付すること。

異議申立てが不適法であるときとは、次のいずれかに該当する場合が考えられ

る。

(1) 異議申立てをすることができない者がしたものであるとき。

(2) 異議申立てをすることができる期間が経過した後にされたものであるとき。

(3) 異議申立書の記載事項に不備があるとき。

(4) 異議申立書に代表者若しくは管理人、又は代理人の資格を証明する書面の

添付がされていないとき。

(1)及び（2）については、当該異議申立てを補正することができず、（3）及び（4）につ

いては、補正できるものと解される。

補正可能な場合は、行服法第21条の規定により異議申立人に期間を定めて補正

を求めなければならないが、補正に応じなかった場合や、指定期限後に補正をし

た場合は、当該異議申立てを却下することとなる。

なお、この決定を行う場合は、起案文書により総務部総務課長に合議のうえ、

決裁権者の決裁を受けること。

4 執行停止の検討（行服法第48条において準用する同法第34条第 2項） 《所管課》

所管課は、開示請求に係る行政文書に第三者情報が記録されているときは、原

則として当該第三者から意見の聴取を行い、当該第三者が開示に反対の意思を表

示した場合において、開示決定をするときは、開示請求者に対する開示決定通知

と併せて当該第三者に対しても開示決定をした旨を通知することとなる。

この開示決定について、当該第三者が異議申立てを行うことが十分予想される

が、この場合、開示請求者及び当該第三者に対して行った開示決定通知に記載さ

れた開示の実施日が問題となる。

すなわち、当該第三者が異議申立てを行っても、当該行政文書が開示請求者に
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開示されれば当該第三者に回復困難な損害を発生させるおそれがある場合が考え

られる。

このような場合は、行服法第48条において準用する同法第34条第 2項の規定に

より職権で開示の実施の手続の続行を停止することを検討する必要がある。

また、このことは、異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に

係る行政文書を開示する旨の決定をするときも同様であるので、十分な検討が必

要となる。

なお、執行停止を行う場合は、起案文書により総務部総務課長に合議のうえ、

決裁権者の決裁を受けること。

5 開示決定等の再検討《所管課》

(1) 所管課は、開示決定等について異議申立てがあったときは、直ちに開示決定

等の再検討を行うものとする。

(2) 所管課は、開示決定等の再検討の結果、当該開示決定等と異なる開示決定等

を行う必要があるとき（当該行政文書に第三者に関する情報が記録されている

場合であって、当該第三者から反対意見書が提出されているときを除く。）は、

下記 8の（2）以下に定める手続に従い、当該異議申立てに対する決定を行うもの

とする。

なお、この決定を行う場合は、起案文書により総務部総務課長に合議のうえ、

決裁権者の決裁を受けること。

6 延岡市情報公開審査会に対する諮問等《所管課》

(1) 所管課は、開示決定等について異議申立てがあったときは、速やかに審査会

に諮問すること。ただし、次に掲げる場合にあっては、審査会への諮問は不要

とする。

① 異議申立てを却下する場合

② 上記 5の（2）の決定を行う場合

(2) 所管課は、審査会に諮問するときは、起案文書により総務部総務課長に合議

のうえ、決裁権者の決裁を受け、 「諮問書」 （規則様式第16号）を作成し、次

の書類を添えて、総務部総務課長に提出すること。

① 異議申立書及び添付書類の写し

② 開示請求書の写し

③ 開示請求に対する行政文書の開示決定通知書、部分開示決定通知書又は不

開示決定通知書の写し

④ その他必要な書類

(3) 所管課は、審査会に諮問したときは、条例第 18条の規定により、速やかに

「情報公開審査会への諮問通知書」 （規則様式第17号）により諮問をした旨を

次の者に通知すること。
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申立人及び参加入

が異議申立入又誌参加入でるる主義舎を諒く 0 ) 

申立てに係る開示決定等について反対意見蓄を提出した第三者（当該

4 者が異議串立入又は参加入である場合を除く。）

（引 所管課は、審査会から条例箱根21条の規定により、開示請求に係る行政文書ぎの

、諮問された事案に関する説明、意見書又は資料の提出を求められたとき

は、速やかにこれに応じること。

同 情報公開センターは、審夜会かち苓申があったとき品、直ちに筈申書を新

付すること c

7 3ド報申立人等から意見陳述の期立てがあったときの取扱い《情報公開センタ…》

不服申立入等（異議申立入、参加入又は諮問実施機関）は、審査会におい

見告述べようとするときは、 「口頭による意見陳述申立番j 〈規則様式第18号）

を提出しなければならないものとする。

なお、コド報申立入等の；意晃を全面的に認めるときや、間ーの行政文書の環

不開示の料顕の先{JIJが確立しているときなど、改めて不報申立入等から

く必要が認められない場合は、事案の迅速な解決と審窓会全体の調査審議の効

性の確保のため、これを聴かずに~申をすることができるものとする。

8 異議申立てに対する決定《所管課》
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は、審査会から

てに対する決

この決定を行う

の送付があったときは、これを尊重して、

うものとする。

は、起案文書により 部総務課長に合議のう 、

決裁

~2）所

を

の決裁を受けること。

は、異議申立てに対する決定を行った場合は、

人に送付すること。

に、決定書の謄本

(3) 所管課は、異議申立てに煙由があり、開示決定等を取り消したときは、速や

かに当該決定に応じた開示決定等を行い、開示決定通知欝、部分間示決定通知

決定通知書を鵠示鵠求者に送付すること。

決定等を取り消し、当該開不決定等に係る

開示する旨の決定告する場合において、第 4の 5（第三者に関する

情報の取扱い）により意見の聴取を行った第三者（当該第三者が異議申立人又

は参加入である場合を除く。）が当該行政文書の開示に反対の意思を表示して

いるときは、当該第三者に対して、行政文書を開示する皆の決定をした皆を

f応対意見書に係る行政文醤開示裁決・決定通知書 0支部様式第15号〉；によ

り通知すること。

｛引所管課は、上記（2）、（3）及び（4)

郵便によりこれを送付すること

る文書の送討に当たっては、配達証明付き
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(6) 所管諜は、上記の手続が終了したときは、上記出、出及び凶で送付・したもの

その能関採書類の写し及び必襲撃項を記載した不鰻申立処理票を清報公鰐セン

タ…に送付すること。
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第 7 行政文書の任意的な開示

｛壬撃的な開示の車出

｛列陪慰第 3J員に規定する条例適用外の行政文書の開示の中出は、中出をし

うとする者に；遥用外行政文書開示申出書j 〈規則議式第初号）に必要事項を

入させ、実施機関の長に提出させることにより行うものとする。

2 申出に対する諾答の回

通F号外の行政文書の開ポの申出に対する の囲答 i立、 ？適用外行政文書

回答書j 〈規則様 21号） 出者に送付することにより行うものとする。

3 その地

鼠外の行政文書の開示の申出に関する事務については、第 3から第 5までの

めに準じて取り扱うものとする。

第 8 行設文香の検蒙資料の作成

1 所管諜は、廷両市文書取扱境担に基づき、ファイル基準表を作成し、その時し

を培報公開センターに提出にしなければならない。

また、年度途中に新たな文書が発生した場合は、速やかにファイル暴準表に登

し、追加した文書をまま載したファイル基準表の該当ページの写しを鵠報公開セ

ンターに滋付しなければな己ない。

2 情報公開センターにおいて、行政

の閲覧に供するものとする。

の検索資料として、ブァイル を表

9 5英雄 状況の公表

1 条｛持第27条に規定する実施状況の公表の内容は、次のとおちとする

( 1) 行政文書開示請求の件数及び処理状況

出 不服申立ての件数及び処理状況

閉 その他必要な事項

2 情報公開センターは、実漉状況佐鼓りまとめ、毎 1回公表する。

3 公表辻、掲 に掲示するとともに、延岡市広報に掲載するものとする。
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